
　町内会連合会・自主防災会協議会の臨時総
会が、４月２７日役場で開催されました。 
　総会では、平成２７年度事業報告や決算の承
認と、任期満了による役員の改選が行われ、新役
員に次の皆さんが選出されました。 

　　　　　　 　　〈敬称略〉 
会　長　内藤 吉雄（天王町） 
副会長　山田 忠正（春日東陽常盤町） 
副会長　川島 裕（奈良町） 
副会長　松原 安雄（南栄町） 
副会長　菅野 正喜（江川） 
会　計　佐々木 通明（西宮町） 
会　計　樋口 光男（中門間） 

町内会連合会・自主防災会協議会　　　臨時総会開催 

情報公開・個人情報保護制度実施状況 

　町と町民の皆さんのパイプ役となって、住みやすいまちづくりのためにご協力いただいている町内会長
をご紹介します。 

町内会長の紹介 
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松 栄 町 1 丁 目  

松 栄 町 2 丁 目  

松 栄 町 3 丁 目  

月 美 緑 町  

春日東陽常盤町 

若 葉 町  

西 金 池 町  

奈 良 町  

二 見 町  

宮 川 町  

八幡町（代行） 

県 町  

司 町  

港 町  

上 本 町  

下 本 町  

上 新 町  

中 新 町  

下 新 町  

新 町  

弥 生 町  

清 住 町  

美 笠 通 1 丁 目  

美 笠 通 2 丁 目  

美 笠 通 3 丁 目  

友 楽 町  

桜 町  

瓢 町  

西 宮 町  

東 宮 町  
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柳 原 町  

朝 日 町  
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大 池 町  

門 前 町  

上 柳 川 町  

下 柳 川 町  

田 代 東  

田 代 中  

田 代 西  

長 池 東  

長 池 西  

長 池 北  

北 及 第 1  

北 及 第 2  

南 栄 町  

北 門 間  

中 門 間  

下 門 間  

円 城 寺  

中 野  

無 動 寺  

江 川  

米 野  

町 内 会 名 氏　　名 町 内 会 名 氏　　名 町 内 会 名 氏　　名 

伏　見　俊　雄 

脇　谷　　　一 

高　島　洋　直 

大　野　秀　治 

山　田　忠　正 

野　田　　　忠 

美濃島　　　稔 

川　島　　　裕 

安　藤　正　宏 

岩　田　　　修 

伏　屋　賢　治 

長谷川　　　認 

野々垣　美　樹 

吉　田　孝　之 

石　谷　春　己 

浅　野　清　忠 

小見山　光　男 

小　栗　規　靖 

岩　田　光　弘 

沢　田　常太郎 

保　母　勝　壽 

杉　山　肱士郎 

坪　林　重　行 

服　部　康　闊  

横　田　利　幸 

山　田　善　夫 

尾　関　洋　治 

渡　邉　龍　夫 

佐々木　通　明 

堀　　　 正　保 

平　林　映　児 

梶　浦　敏　彦 

宇佐見　時　克 

宇　野　博　國 

内　藤　吉　雄 

大　野　昭　二 

尾　藤　宏　治 

佐　藤　愼　治 

大　橋　秀　樹 

柴　山　　　学 

浅　野　幸　雄 

加　藤　正　博 

磯　部　雅　一 

足　立　　　薫 

横　山　　　茂 

森　　　多紀夫 

奥　田　正　夫 

松　原　安　雄 

福　井　　　充 

樋　口　光　男 

岩　村　大　史 

服　部　義　和 

田　島　　　誠 

松　原　敏　明 

菅　野　正　喜 

松　原　　�　 

　平成２８年度の介護保険料納入通知書を６月中旬に郵送します。保険料の額は６月に決定する平成
２８年度住民税の課税状況に応じて決定したものです。 
【納付方法】 

　６月に決定した保険料（年額）から、仮徴収額を差し引いた額が１０月
以降の年金から３回に分けて天引きされます。（仮徴収額は４月に送付
した「介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書」の額です。４月、
６月、８月の年金からは、通知したその額が天引きされます。） 

介護保険料が決定しました 
65歳以上の皆さんへ 

◎年金天引きによる納付（特別徴収） 

　納付書や口座振替で納めていただきます。保険料（年額）は６月から翌年の３月までの１０期に分けて
納付します。各納期限までに納め忘れのないよう納付してください。 

※第１段階対象者は公費負担により保険料額が軽減されています。 
【問 合 先】健康介護課 

◎納付書による納付（普通徴収） 

所得段階 対象者（所得などの条件） 保険料（年額） 

第1段階 
 

第2段階 
 

第3段階 
 

第4段階 
 

第5段階 

第6段階 

第7段階 

第8段階 

第9段階 

第10段階 

生活保護を受給している人、または世帯全員が住民税非課税で老齢福祉
年金を受けている人 

世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が
年間80万円以下の人 

世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が
年間80万円超120万円以下の人 

世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が
年間120万円超の人 

本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人で、課税年金
収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人 

本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人（基準額） 

本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 

本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上190万円未満の人 

本人が住民税課税で、合計所得金額が190万円以上290万円未満の人 

本人が住民税課税で、合計所得金額が290万円以上400万円未満の人 

本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上の人 

30,600円 
 

44,100円 
 

50,900円 
 

61,100円 
 

67,800円 

81,400円 

88,200円 

101,700円 

115,300円 

128,900円 

【情報公開制度】 
　平成２７年度の公開状況は次のとおりです。 

【個人情報保護制度】 
　平成２７年度における、個人情報保護制度の
運用状況は、開示、訂正、削除の請求と不服申し
立てはありませんでした。 

請求 
件数 

処理状況 
公開 

 
部分公開 

 
非公開 

 
不存在 

 
取り下げ 

14 10 4 0 0 0
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